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１ 裏面もご覧ください

回覧

【１２月の主な実施行事】
・ごみ分別巡回：１２月６日・２０日
・役員会：１２月８日
・夜間防犯パトロール：１２月１５日
・きずな運営委員会：１２月１７日
・きずな一斉清掃：１２月１７日
・昼間パトロール：１２月２４日

【１月の主な行事予定】
・ごみ分別巡回：１月１０日・２４日
・役員会：１月５日
・夜間防犯パトロール：１月１９日
・さくら祭りキックオフ：１月２７日
・昼間パトロール：１月２８日

１．現状、このルールの悪さ 皆さん知って下さい！

皆さま、明けましておめでとうございます。日頃町内会活動にご理解とご支援賜り、感謝申し上げます。
住みやすい街、安全な街、安心な街づくりに向け、努力していきたいと考えております。今年も宜しくお
願い致します。

環境問題特集

さて新年早々ですが、住みやすい街づくりにおいてごみ問題はかかせません。快適な生活するうえ
でごみが出ることは仕方ないですが、現状を理解して今一度皆さんとどうすれば良くなるか考えてみた
いと思います。

昨年の１２月６日（水）ビン・缶の日に役員が分別ごみ収集拠点を巡回した時の様子です。前日
か当日早朝に捨てられたもの思われます。見るに見かねて立ち当番の人が、これらを分別して頂
いているのが現状です。 （えーつ！！、 立ち当番だけじゃないの？？？）

ビン・缶を混ぜてレジ袋に入れて廃棄 プラごみをネットに入れ
ず、脇に廃棄

収集日でないペットボトル
やダンボールを廃棄

収集日でないペットボトルやダンボールが廃棄



２

粗大ごみを勝手に廃棄 （日曜の午前中にエコハウス又はクリーンセンターに持って行ってよ！）

２．立ち当番者からのお願い
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書記
竹内利宏【第１、３ 水曜日】

プラスチック製容器包装・発砲スチロール・びん類・缶類・不燃ごみ 等

【第２、４ 水曜日】
プラスチック製容器包装・発砲スチロール・ペットボトル・紙類・古繊維類等

ガスや塗料等の
飛散防止や環境
保全のため、令和
４年４月からスプ
レー缶の穴あけは
不要となりました。
またスプレー缶
は使いきってから
廃棄して下さい。

３．既にご存じと思いますが、今一度周知します

【発砲スチロールは毎回廃棄可能】 【スプレー缶の穴空けは不要】

➀廃棄する日程と廃棄種別を守って！

➁不燃ごみは廃棄箱に入るものだけ！

➃ペットボトルはキャップを外し、ラベルを剥がして！

➄飛散防止のため、ダンボール・紙類・古繊維類は紐で縛って！

➂粗大ごみはクリーンセンターへ持込むか、エコハウス（日曜日午前中）へ出して！

➅レジ袋で持参する場合、ビン・缶・ペットボトル等を混在せず、区分けして！

入らない場合は➂の粗大ごみです

私たち町内会員は順番に風雨・寒暖問わず、環境美化のため分別ごみステーションをお互い
協力して立ち当番を行っています。

一部収集拠点で
発砲スチールの廃
棄に関し、認識の
相違でトラブルが
有りました。
発砲スチロール
は分別ごみ収集の
いずれの日も廃棄
可能です。

・資源ごみのケースやネットを廃棄し易いように、設置
・放置されたレジ袋から、混在したビン・缶・ペットボトル・不燃ごみ等の区分け
・持込み者に対する廃棄の指導

立ち当番者や収集業者が少しでも楽になるように、最低限次の事を守るようお願いします。
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